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佐久穂町障害者福祉施設指定管理者募集要項

佐久穂町が設置する佐久穂町障害者福祉施設の管理について、設置の目的を効果的かつ効率的に達成するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び佐久穂町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年佐久穂町条例第６号）第２条の規定に基づき、当該施設の指定管理者を募集します。

１ 施設の概要
（１）名 称
佐久穂町障害者福祉施設（以下｢福祉施設｣という。）
（２）所在地
南佐久郡佐久穂町大字海瀬２６４３番地及び
南佐久郡佐久穂町大字畑１４３番地２
（３）設置の目的
障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な支援を行うとともに、地域との交流の機会を提供し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とします。
（４）設置日
平成２３年４月１日
（５）施設の根拠
佐久穂町障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例（平成２２年佐久穂町条例第６号）
（６）施設規模
【多機能型事業所(就労継続B型、生活介護)】
① 敷地面積　２７４８．１４㎡
② 建物本体
ア 構　　造　木造４５分準耐火建築 １階建
イ 建築面積　６１１．３５㎡
ウ 延床面積　５６２．６９㎡
エ 施設内容 （資料①｢佐久穂町障害者福祉施設平面図｣参照）
作業室、食堂（多目的室）、台所、休憩室、相談室、事務室ほか
③ 付属施設　駐車場、駐輪場
【地域活動支援センター、放課後等デイサービス事業所、相談支援事業所】
① 敷地面積　２，１７７㎡
② 建物本体
ア 構　　造　１階建
イ 建築面積　２９５．５９㎡
ウ 延床面積　２９５．５９㎡
エ 施設内容 （資料②｢佐久穂町障害者福祉施設平面図｣参照）
活動室、デイルーム、休憩室、相談室、事務室ほか
③ 付属施設　駐車場

２ 指定管理者が管理を行う期間（指定期間）
令和８年４月１日から令和１８年３月３１日までの１０年間とします。ただし、この期間は、議会議決後、正式な指定期間となります。

３ 管理の基準等
次の基準により、運営することとします。
（１）休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
ウ １２月２９日から翌年１月３日まで（前号に掲げる日を除く。）
エ 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館し、又は休館日を変更することができます。
（２）開館時間
午前８時３０分から午後５時１５分までとします。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更することができます。
（３）福祉施設の職員について
福祉施設には、「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、人員を配置してください。
ア 所長（常勤）
イ サービス管理責任者（所長兼務可）
ウ 医師（嘱託可）
エ 看護職員（嘱託可）
オ 職業指導員及び生活支援員
カ 児童発達支援管理責任者
キ 指導員（放課後等デイサービス）
ク 上記に掲げる職員以外に、実利用人員等に応じて必要な職員
ケ 職員の勤務形態は、施設の運営に支障がないよう定めること。
コ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
サ 職員に対して必要な健康診断を行い、利用者及び職員の健康を害さない
ように努めること。
（４）関係法令の遵守
福祉施設の管理、運営に当たっては、次の法規等を遵守してください。
① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
② 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）
③ 障害者総合支援法（平成１７年法律第１２３号）
④ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）
⑤ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）
⑥ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）
⑦佐久穂町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年佐久穂町条例第６号）
⑧佐久穂町障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例（平成２２年佐久穂町条例第６号）
⑨佐久穂町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年佐久穂町条例第２２号）
⑩佐久穂町公文書公開条例（平成２７年佐久穂町条例第３７号）
（５）平等かつ適切なサービスの提供
利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行う必要があります。そのため、利用者の保護者等の意見を管理運営に反映させるための組織を設けること。
（６）適切な施設の維持管理
福祉施設の維持管理を適切に行う必要があります。
（７）適切な個人情報の取り扱い
指定管理者は、指定管理業務を通じて取得した個人情報について、その取り扱いに十分留意し、保護を図るため、別途締結する協定書において必要な措置を講じることとします。
（８）年度別事業計画書及び収支予算書の提出
毎年度、町と調整の上、作成した翌年度の事業計画書及び収支予算書を町が指定する期日までに提出してください。
（９）事業実績報告書
毎月終了後、実績報告書を翌月１０日までに提出してください。毎年度終了後、３０日以内に指定管理業務全般に係る事業報告書を提出してください。
（10）業務の一括委託の禁止
指定管理者は、管理に係る業務を一括して第三者へ委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、業務の一部については、町と協議の上、委託することができます。
（11）守秘義務
指定管理者は、指定管理業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、目的外に使用したりすることはできません。指定管理が終了した後及びその従業員でなくなった後についても、同様とします。
（12）情報公開
指定管理者は、指定管理を通じて作成、取得した情報について、開示や提出の申し出のあった場合には、これに応えるために情報公開規程の整備や情報提供施策の充実などに努めることとします。
（13）環境への配慮
佐久穂町環境保全条例（平成１７年佐久穂町条例第１０８号）及び佐久穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年佐久穂町条例第１０４号）等に基づき、指定管理者においても、省資源、省エネルギーの推進、廃棄物の排出抑制やグリーン購入の推進等について、積極的な取り組みを行ってください。
（14）その他
管理の基準に関する細目は、別途締結する協定書で定めるものとします。

４ 指定管理者が行う業務
（１）佐久穂町障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例第５条に定める次に掲げる業務
ア 生活介護事業　定員１０名
イ 就労継続支援事業（Ｂ型）　定員３０名
ウ 地域活動支援センターの行う事業（基礎的事業）
エ 相談支援事業
オ 放課後等デイサービス事業　定員１０名
カ その他福祉施設の設置目的を達成するために必要な業務
（２）指定障害福祉サービス事業者の指定
　　　上記の「４（１）の業務」を行うために必要な、障害者総合支援法第３６条に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けること。
（３）福祉施設の利用の許可に関する業務
福祉施設の利用許可を行うに当たり、利用予定表を作成し施設利用予定を常に把握すること。
（４）施設等の管理全般に関すること
① 施設管理責任者及び防火管理者を配置し、その者の氏名を報告すること。
② 安全管理に十分に配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、利用者及び職員の安全確保に努めること。
③ 衛生管理に十分に配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。
④ 非常災害、事故等の緊急事態の発生に備え、具体的な計画を定め、緊急時の連絡先等を予め報告するとともに、避難、救出その他の必要な訓練を定期的に実施すること。
⑤ 常に福祉施設を清潔な状態の保持に努め、管理上発生した廃棄物につい
ては、適正な分別を行い、所定の場所に搬出するとともに、定期的な清掃を実施すること。
⑥ 車両の適切な維持・管理を行うこと。
⑦ 利用者等からの意見、苦情を受け付け、問題を解決するための事務マニュアルを整備すること。
（５）福祉施設の設備維持に関する業務
① 福祉施設の適正な運営のため、施設の設備に関する保守管理業務を行うこと。
② 修繕費の執行に当たっては、町と事前に協議すること。施設の修繕を行った場合は、町に報告すること。
③ 光熱水費等の支払に関すること。
（６）その他
① 緊急時対策、防犯、防災対策についてマニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。事故発生時は、直ちに町に報告すること。
② 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律及び関連法令に基づき、虐待の未然防止・早期発見・適切な対応体制を整備すること。職員に対する定期的な虐待防止研修を実施し、通報体制、記録管理、行政との連携を確保すること。
③ 文書類の管理に関すること。
ア 福祉施設あての文書類は、収受印を押印し、内容ごとに保管期間を定めて保管すること。
イ 町にあてた文書類又は取扱いに疑義が生じた文書類については、町に回送し、その指示を受けること。
④ 施設の視察等の対応に関すること。
他の地方公共団体の職員等による視察、見学等については、原則として指定管理者が対応すること。

５ 業務を実施するに当たっての留意事項
（１）指定管理者が施設の運営に係る各種規程要項等を作成する場合及び事業
計画の主要事項を変更する場合は、町と協議を行うこと。
（２）福祉施設の建物内は、禁煙とすること。
（３）駐車場と活動場所を分離し、利用者の安全を確保すること。
（４）指定管理者は、町が加入している全国町村会総合賠償保険と同程度以上の保険等に加入すること。
（５）指定管理者は、業務の実施に当たり、必要に応じて町と協議を行うこと。
（６）指定期間中において、町の方針により当該施設の新築、移転又は改修を実施する場合があります。その場合、指定管理者は町と協議のうえ、業務内容や委託範囲の見直し、協定の変更等に応じるものとします。

６ 物品の管理等
（１）指定管理者に貸し付ける備品等については、町の所有とし、その使用及び保管は十分注意すること。
（２）指定管理者が管理する佐久穂町の所有する物品については、佐久穂町財務規則に基づいて管理等を行うものとします。

７ 指定管理者と町における責任分担
指定管理者と町の責任分担の詳細については、別途協定書で定めますが町
の基本方針は別表（１５ページ参照）のとおりとします。ただし、別表に定める事項に疑義のある場合又は定めのない事項については、指定管理者が町と協議して決めることとします。

８ 指定管理料及びその他の収入
（１）指定管理料
町は、指定管理業務に要する経費を指定管理料として各年度の予算の範囲内で指定管理者に支払います。
指定管理料の額、支払期日、支払方法は、毎年度の協定書において定めます。また、指定管理料の額は、指定管理者の提案額を基に町と指定管理者が協議の上、決定します。
なお、町の事業である地域活動支援センター事業及び相談支援事業に要する経費については町の負担として委託事業とします。
（２）給付費及び利用料
生活介護事業、就労継続支援事業（Ｂ型）、相談支援事業及び放課後等デイサービス事業に係る給付費又は利用者が障害福祉サービス利用のために支払った利用料は、指定管理者の収入となります。
（３）予算の執行
原則として申請団体からの予算提示額に基づき協定書で定めた予算額内で執行してください。
ただし、利用人員の増減に伴い変動する経費については、協議の上年度末精算とします。
（４）専用口座の開設
指定管理料及びその他の収入（給付事業収入及び売上工賃収入）は、指定管理者が他の事業で利用する口座とは別の専用口座で管理してください。
（５）経理規程
指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を行ってください。

９ 応募者の資格要件
応募者の資格は、法人その他の団体（以下｢団体等｣という。）であり、次
のいずれにも該当しない団体等とします。
なお、法人格の有無は問いませんが、個人での応募はできません。
① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する団体等
② 指名停止措置を受けている団体等
③ 国税、地方税を滞納している団体等
④ 手形又は銀行取引停止処分がなされ、又は支払停止事由が発生し、これが改善されない団体等
⑤ 差押、仮差押又は仮処分がなされ、これが解消していない団体等
⑥ 破産、会社整理又は特別清算その他倒産等に関する法律の手続きについて、申し立て（債権者が申し立てを行った場合を除く、次号において同じ。）がなされた団体等
⑦ 会社更生、民事再生の手続きについて、申し立てがなされ、この手続きが終了していない団体等
⑧ 次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに準ずべき地位に就任し、又は実質的に経営等に関与している団体等
ア 佐久穂町公の施設指定管理者選定委員会の委員
イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に定義する者）
ウ 地方自治法第９２条の２（議員の兼業禁止）、第１４２条（長の兼業禁止）、第１６６条（副町長の兼業禁止）、第１８０条の５（委員会の委員及び委員の兼業禁止）に該当する団体等

１０ 応募の手続き
（１）募集要項等の配布
① 配布期間
令和７年９月１１日（木）～令和７年１０月２９日（水）
（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。）
② 配布窓口
後記｢１７ 問い合わせ先｣又は町のホームページからダウンロードしてください。
（２） 申請書類
応募に係る申請書類は、次のとおりです。（申請団体で以下に規定する書類がないときは、それに代わる書類を添付してください。）
① 公の施設の指定管理者指定申請書（様式第１号）
※ 添付書類で（６）その他特に指定された書類は、以下のとおりです。
・ 団体の概要に関する書類（別添様式）
・ 役員の名簿及び履歴書（任意様式）
② 事業計画書（様式第２号）
※ ３事業計画（別紙可）については、日本工業規格Ａ４版で、次に定める枚数以内とします。（文字の大きさは任意とします。）
１ 申請団体の理念等 １枚
２ 施設の管理運営を行うにあたっての経営方針等 １枚
３ 施設の管理 ３枚
４ 施設の運営 ３枚
５ 情報公開及び個人情報保護の措置 １枚
６ 緊急時における対策 １枚
７ 虐待防止に関する対策 １枚
８ その他（特記すべき事項があれは記入してください。） １枚
※ ４自主事業実施計画書は、自主的に行う事業がある場合は事業ごとにＡ４版で１枚以内とします。
· 事業計画書は、募集要項４（１）の事業のうち、重複する事業については、まとめて作成することも可とします。
　 なお、生活介護事業については、通所者10名を想定し作成してください。
　 また、就労継続支援事業（Ｂ型）については、通所者30名を想定し、それぞれ作成してください。
③ 収支予算書（様式第３号）
※ 収支予算書は、募集要項４（１）の事業ごとに作成するとともに、令和８年度分(初年度における初期投資費用を含むもの)及び令和９年度分をそれぞれ作成してください。
　なお、生活介護事業については、通所者10名を想定し作成してください。
　また、就労継続支援事業（Ｂ型）については、通所者３０名を想定し、それぞれ作成してください。
④ 準備計画書（任意様式）
　 指定管理者の候補者決定（令和７年１２月中旬頃）から指定管理業務の開始（令和８年４月１日）までのスケジュール表を作成してください。
（３）提出部数
正本１部、副本９部
※ 書類は分散しないよう綴じ紐、ホチキス等で綴じて提出してください。
（副本は、複写機による写し可）
① 提出方法
申請書は、持参とします。
② 提出先
佐久穂町役場 健康福祉課 福祉係
　　　住所　〒384-0697　南佐久郡佐久穂町大字高野町５６９
　　　電話　0267-86-2528　FAX　0267-86-2633
　　　E-Mail　hukushi@town.sakuho.nagano.jp
③ 受付期間
令和７年１０月１４日（火）～令和７年１０月２９日（水）
（土曜日、日曜日及び祝日は除きます。）
④ 受付時間
午前８時３０分～午後５時１５分
（４）募集に関する質問
募集に関する質問は、指定管理者指定申請に係る質問書（別添様式）により行ってください。提出方法は、直接持参、郵送、ファクス又はＥメールとします。
なお、電話及び口頭による質問は、受け付けません。また、質問に対する回答は、令和年７年１０月１０日（金）までに文書により通知します。
① 質問受付期間
令和７年９月１１日（木）～令和７年１０月２日（木）
※ 郵送、ファクス又はＥメールの場合は、１０月２日（木）必着
② 質問受付時間（直接持参の場合）
午前８時３０分から午後５時１５分（土曜日、日曜日及び祝日は除きます。）
③ 質問書提出先
後記｢１７ 問い合わせ先｣参照
（５）応募に当たっての留意事項
① 必要に応じ、追加資料をお願いすることがあります。
② 提出された書類については、変更することができません。
③ 提出された書類に虚偽の記載又は不正があった場合は、失格とします。
④ 提出された書類は、返却しません。
⑤ 指定申請書提出後に辞退する場合は、辞退届け（任意様式）を提出してください。
⑥ 提出書類はすべて、日本工業規格Ａ４版の規格を使用するものとします。
ただし、既に作成されている書類を添付書類として利用する場合は、他のサイズを使用することができます。
⑦ 応募に関する費用は、すべて応募者の負担とします。
⑧ 応募者は、当該応募について選定委員との接触を禁止します。選定委員との接触事実が認められた場合には、失格となることがあります。
⑨ 選定結果として、申請者名、審査結果の概要等を公開する場合があります。また、提出された申請書類は、情報公開の請求により開示する場合がありますので、ご承知の上、申請してください。

１１ 指定管理者の指定
下記の選定基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経た上で、指定管理者として町長が指定します。
（１）指定管理者の候補者の選定は、佐久穂町総務課が設置する指定管理者選定委員会において、次の選定基準により行います。
① 団体の基本理念等について
・ 団体の経営方針
・ 指定管理者の指定申請をした理由
② 施設の管理運営を行うに当たっての経営方針等について
・ 町民の公平利用の確保等施設運営の妥当性
③ 施設の管理について（施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。）
・ 施設管理に係る人員の配置計画及び研修計画
・ 施設の活用策
・ 経費縮減策
・ 安全・安心な管理運営のための具体策
④ 施設の運営について（運営を安定して行う能力を有していること。）
・ サービス向上のための具体策等
・ 利用者等の要望の把握及び具現化の方策等
・ 利用者のトラブルの防止策と対処方法等
・ 虐待防止体制の整備状況
・ 施設利用の向上策
・ 施設の周辺地域との連携
・ 他の公の施設等との連携
⑤ 情報公開及び個人情報保護の措置について（危機管理を適切に行えるものであること。）
・ 個人情報保護のための対応策
・ 情報公開手続マニュアルの作成等
⑥ 緊急時における対策について
・ 防犯・防災等緊急時の対応体制
⑦ 自主事業について（自主事業が施設の利用促進を図るものであること）
・ 自主事業実施の目的
・ 自主事業の内容
⑧ その他
・ 安定した管理運営を継続して行う人員、資産その他経営規模及び能力
・ 総合的観点からの評価（熱意，特別の技術又は資格の有無、社会貢献活動等）
（２）審査は、提出された事業計画書等により書類審査（一次審査）を行った後、通過者について面接審査（二次審査）を行います。
面接審査は、令和７年１１月上旬を予定していますが、日時、場所等は、後日連絡します。
（３）審査結果は、令和７年１１月中旬以降、文書で通知します。






１２ スケジュール
	１ 募集

	① 募集要項配布

	令和７年　９月１１日（木）～
令和７年１０月２９日（水）

	② 募集に関する質問

	令和７年　９月１１日（木）～
令和７年１０月　２日（木）

	③ 申請書類の受付

	令和７年１０月１４日（火）～
令和７年１０月２９日（水）

	２ 選定

	① 面接審査（二次審査）
	令和７年１１月　上旬（予定）

	３ 指定管理者の候補者決定
	令和７年１１月　中旬（予定）

	４ 議会の議決
	令和７年１２月　下旬（予定）

	５ 指定管理者の告示
	議会の議決後、速やかに行います。

	６ 協定の締結
	当該指定管理者の指定に係る議決後、
速やかに行います。

	７ 指定管理業務の開始
	令和８年　４月　１日



１３ 指定管理者指定後の手続き
（１）指定管理者との協定締結
指定管理者の指定後（令和７年１２月下旬頃）、町と指定管理者は指定管理業務の細目等について協議の上、指定期間における基本的事項を定めた｢基本協定｣及び年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに締結する｢年度協定｣を締結します。
なお、協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生じた場合は、改めて協議することとします。
（２）協定書の主な内容
【基本協定の主な内容】
① 業務に関する基本的事項（施設の概要、指定管理業務、指定管理等）
② 情報管理に関する事項
③ 事業計画書の提出に関する事項
④ 事業報告書の提出及びその他報告事項に関する事項
⑤ 指定管理料に関する事項
⑥ 利用料金に関する事項
⑦ 自主事業に関すること
⑧ 損害賠償に関する事項
⑨ 不可抗力の対応等に関する事項
⑩ 引継ぎに関する事項
⑪ 指定取消し等に関する事項
⑫ 権利、義務の譲渡等に関する事項
⑬ 協議に関する事項
⑭ その他
【年度協定の主な内容】
① 業務内容に関する事項
② 指定管理料に関する事項
③ その他

１４ 検査等
（１）町は、必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営の実施について検査を行いますが、指定管理者は、合理的な理由がなくこれを拒否することはできません。
（２）町監査委員が町の事務を監査するに当たり、必要に応じ、指定管理者に対し、実地調査及び必要な記録の提出を求める場合があります。
（３）この要項に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容について定めのない事項又は疑義が生じた場合は、町と協議の上、決定するものとします。

１５ 指定管理者の指定の取消し等の措置について
（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続又は開始することが適当でないと認められるときには、指定の取消し又は業務の全部若しくは、一部の停止を命じる場合があります。
【指定管理者の責めに帰すべき事由】
① 正当な理由なくして、協定の締結に応じないとき。
② 指定管理者が遵守すべき法令等に違反したとき。
③ 協定書に沿った管理を怠り、管理上重大な支障が生じたとき。
④ 指定管理者が財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき。
⑤ 社会的信用を著しく損なうなどして指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
⑥ その他指定管理者による業務の継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたとき
（２）指定が取り消された場合の賠償等
上記の｢１５（１）指定管理者の責めに帰すべき事由｣により指定管理者が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された場合、指定管理者は町が被った損害を補償しなければなりません。
（３）不可効力等による場合
不可効力その他町又は指定管理者の責めに帰することのできない事由により業務の継続性が困難となった場合、町と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、継続が困難と判断した場合においては、町が指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

１６ 指定管理者業務の引継ぎについて
（１）指定期間の終了又は指定の取消しにより、次期指定管理者に指定管理業務を引き継ぐ場合は、業務が円滑に引き継がれるよう協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提出してください。
（２）指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は指定を取り消され若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった公の施設の施設及び設備を速やかに現状に復さなければなりません。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではありません。

１７ 問い合わせ先
佐久穂町役場 健康福祉課 福祉係
　　　住所　〒384-0697　南佐久郡佐久穂町大字高野町５６９
　　　電話　0267-86-2528　FAX　0267-86-2633
　　　E-Mail　hukushi@town.sakuho.nagano.jp
町ホームページアドレス；http://www.town.sakuho.nagano.jp


（別表）
指定管理者と町における責任分担

	事　　　　　項
	指定管理者
	町

	指定管理業務に要する資格等の変更等、指定管理業務に特別に影響を及ぼす法制の変更又は新設
	
	○

	施設（設備、備品等を含む。）の維持管理
	○
	

	安全衛生管理
	○
	

	個人情報の保護・管理
	○
	

	事故災害等による施設の原状回復
	○
（責めに帰すべき事由があるとき）
	○

	施設利用者の被災に対する責任
	○
（責めに帰すべき事由があるとき）
	○

	町有施設の火災保険の加入
	
	○

	利用者に係る保険の加入
	○
	

	包括的な管理責任
	
	○

	施設の修繕・改築等の実施
	

	（１）施設
	２０万円未満の修繕
	○
	

	
	上記以外
	
	○
（指定管理者と町において協議）

	（２）備品 
自動車は別途協議

	修繕・更新
	○
（責めに帰すべき事由があるとき）
	○

	
	新規購入
	指定管理者と町において協議



※ 施設の修繕・改築等の実施に係る責任分担については、上記にかかわらず、指定管理者の責めに帰すべき事由（故意・過失・怠慢等）により生じたものについては、指定管理者の負担となります。




様式第１号
令和　　年　　月　　日

佐久穂町長 あて

申請者　所在地
名称(団体名)
代表者の職氏名　　　　　　　　　 印
連絡先


公の施設の指定管理者指定申請書


地方自治法第２４４条の２第３項に規定する公の施設の指定管理者の指定を受けたいので、佐久穂町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条の規定により、関係書類を添えて、次のとおり申請します。


１ 指定管理者の指定を希望する公の施設の名称及び所在地


２ 添付書類
(1) 事業計画書(様式第２号)、収支予算書(様式第３号)及び準備計画書（任意様式）
(2) 申請団体の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) 申請団体の経営状況等財務の状況を明らかにする書類(前事業年度における貸借対照表及び申請時における財産目録)
(4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨の理由を記した申立書
(5) 法人としての意思決定を証する書面（会議録、稟議書等）
(6) その他特に指定された書類

注： 申請者は、法人にあってはその印鑑登録印を、その他の団体にあっては代表者個人の印鑑登録印を押印し、その証明書を添付してください。
様式第２号

事業計画書
１ 申請団体の概要
	事業名
	

	申請年月日
	

	団体名
	

	代表者氏名
	
	創立年月日
	

	団体所在地
	〒

	電話番号
	
	FAX
	

	E-mail
	
	URL
	



２ 現在運営している施設
	運営に係る類似施設
	所在地
	主な事業内容

	
	
	

	
	
	



３ 事業計画(別紙可)
	1 申請団体の理念等
① 団体の経営方針

② 指定管理者の指定を申請した理由



	2 施設の管理運営を行うにあたっての経営方針等
施設管理の経営方針(施設の現状に対する考え方及び将来展望)



	3 施設の管理
① 職員の配置及び業務分担に関する計画(組織図等添付)

② 職員の勤務体制(勤務時間・勤務体制)

③ 管理経費に関すること

④ その他(研修計画など)



	4 施設の運営
① 利用者への対応等サービス向上に関する計画(要望の把握と実現策，トラブル防止策)

② 施設利用の向上策

③ その他(地域との連携，他施設との連携)




	5 情報公開及び個人情報保護の措置



	6 緊急時における対策
① 防犯及び防災の対応(管理運営面の具体策など)

② その他の危機管理




	7 虐待防止に関する対策（内部規定またはマニュアル）




	8 その他(特記すべき事項があれば記入してください。)




４ 自主事業実施計画書(施設を運営していく上で、自主的に行う事業があれば記入してください。)
	事業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	
	
	

	
	
	



	事業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	
	
	

	
	
	



※１ 募集要項４（１）の事業のうち、重複する事業については、まとめて作成することも可とします。

様式第３号

収支予算書(令和 　　年度)
事業名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
収入
	
	金額
	説明

	収入項目






	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	収入 合計
	
	


支出
	
	金額
	説明

	支出項目

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出 合計
	
	


※１募集要項４（１）の事業ごとに作成するとともに、令和８年度分(初年度における初期投資費用を含むもの)及び令和９年度分をそれぞれ作成してください。
２支出の部の科目欄は、具体的に記入してください。また、説明欄は積算基礎その他詳細に記入してください。
３申請団体の独自の収支予算書で内容を充足できる場合は、固有の様式でも可とします。

団体の概要に関する書類
	フリガナ
団体の名称
	


	代表者職氏名
	

	団体の所在地
	〒

	
	電話番号
	
	ＦＡＸ
	

	申請団体の名称
(共同事業体の場合)
	
	□代表団体　□構成団体
(いずれかにチェック)

	設立年月日
	

	沿革
	

	資本金等
	

	従業員数
	

	類似施設(業務)
の運営実績
	

	免許・登録
	

	応募に関する担
当者等
	役職、氏名
	
	所属
	

	
	電話番号
	
	ＦＡＸ
	


※ 会社概要等がある場合は、添付してください。
※ 欄が不足する場合は、別紙を追加してください。
※ 共同事業体の場合は、個々に作成してください。


指定管理者指定申請に係る質問書


佐久穂町役場 健康福祉課　福祉係 あて
令和　　年　　月　　日

	団体の名称
	

	質問者


	役職・氏名
	
	所属
	

	
	連絡先

	※電話、ＦＡＸ、Ｅメールアドレス等を記載


	質問内容
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